
【お問い合わせ先】 
 本店 創業サポートチーム     ＴＥＬ043-311-5001 

 

 ※１）認定経営革新等支援機関 
   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第１７条第２項の規定に基づき主務大臣の 
   認定を受けた専門家（税理士・中小企業診断士等）です。 
   最寄りの認定経営革新等支援機関は、関東経済産業局ＨＰにてご確認ください。 
 ※２）創業事業者 
   これから創業を予定されている方、または事業を開始した日から１年経過していない方。 
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